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　　　　　　年　　　　月　　　　日

（ 取 扱 金 融 機 関 ）

様分

※この依頼書が、市役所を経由せずに、直接
　 金融機関へ持ち込まれた場合には、お手数
   ですが市役所にお届けください。

軽自

<不備返却事由>

市
使
用
欄

税目
加入済 加入 市受付印 １．預金取引なし ４．口座名義相違

２．口座番号相違 ５．その他

※この口座振替依頼書は令和6年度からの固定資産税現所有者課税用です。令和5年度分の口座振替を希望される場合は、この用紙とは別
に口座振替依頼書のご提出をお願いいたします。

※令和5年１月２日～令和5年１２月３１日までに登記変更された場合は、納税義務者（通知書番号）が変更になりますので、この口座振替依
頼書では口座振替の登録ができません。納税通知書が届いてから改めてお手続きをお願いいたします。

口　　座
３．印鑑相違 ( )

市民 ※不備返却分は下記へご返却ください。
　　富山市役所納税課　納税管理係
　　〒930-8510　　富山市新桜町７－３８固定

2

フ リ ガ ナ お届け印

口 座 名 義

口座名義人住所

金
融
機
関
使
用
欄

検印 印鑑照合 受付印

種別 郵便局コード 記号（6桁目がある場合は※欄に記入してください） 番 号 （ 右 づ め ）

1 6 6
別途

依頼書の内容を確認し、受理しました。

9 9 0 01 7 6

5 上下水道料金 22
　１　・　２　・　３　 お　客　さ　ま　番　号

　  １．隔月　　　　　　２．毎月
新規　　変更　　取消

振
　
替
　
口
　
座

銀 行
金 庫
農 協
組 合

本店(所)

支店(所)

出 張 所

預金種目※２ 口座番号（右づめ）
１．普  　通

２．当  　座
３．納税準備

金融機関 コ ー ド 支店 コ ー ド フ リ ガ ナ お届け印

口 座 名 義

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

種　　目

　１　・　２　・　３　
　　　　　　　年度から

新規　　変更　　取消

4 国民健康保険料 30
　１　・　２　・　３　

－ １．期別 ２．全納
新規　　変更　　取消 （　　　　期から） （　　　　年度から）

(令和6年度
１期から)

(令和6年度
から)

振
　
替
　
対
　
象

税目・料金
種別

届出内容 通　知　書　番　号　な　ど 振替方法 ・ 開始時期
（該当番号に○） （該当番号に○） （ 番 号 の 桁 は 、 枠 の 数 と 同 じ で す ） （ 該 当 番 号 に ○ ）

1 市・県民税 35
　１　・　２　・　３　 １．期別 ２．全期一括

（普通徴収分） 新規　　変更　　取消

3
軽自動車税
（種別割）

35

（　　年度　　期から） （　　　　年度から）

2 固定資産税 35
　１　・　２　・　３　

（自動払込利用申込書）

取扱金融機関　御中 　富山市に納付義務のある公金について、下記預貯金口座から口座振替・自動
払込みによって支払うこととしたいので、約定等を確認のうえ依頼します。

申込日 　　　年　　　月　　　日

富山市預金口座総合振替依頼書

納
付
義
務
者

住  　所

☎

自宅        －　　　　－

携帯        －　　　　－

（フリガナ）

氏　  名
　ほか相続人

１．期別 ２．全期一括※１

新規　　変更　　取消

振込先加入者・振込口座
富山市会計管理者

００７５０－０－９６０１２３
富山市上下水道事業管理者（上下水道料金）

００７４０－２－４０００１

― 約 定 ―
１． 貴店に納付書が送付されたときは、私に通知することなく、納付書記載金額を預貯金口座から引き落と

しのうえ支払ってください。この場合、預貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、預貯金通帳、

同払戻請求書の提出または小切手の振出しはいたしません。

２． 振替日において納付書記載金額が預貯金口座から払い戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる

範囲内の金額を含む。）を超えるときは、私に通知することなく納付書を返却してもさしつかえありません。

３． この契約を解除するときは、私から貴店に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわた

り市から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴店はこの契約が終了したも

のとして取扱ってさしつかえありません。
４． 口座振替された税・料金についての「納付済通知書」は省略されてもさしつかえありません。

５． この振替依頼書により口座振替された税・料金で過誤納金発生による還付金は、上記の預金口座へ
振込んでください。

６． この取扱いについて仮に紛議が生じても、貴店の責めによる場合を除き、貴店には迷惑をかけません。

R6固定資産税

現所有者課税用

(郵送専用）

★
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の

ど
ち
ら
か
一
方
に
も
れ
な
く
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※１ 全期一括

（全納納付）を申

し込まれた方で、

１期に振替でき

なかった場合は、

その年度は期別

で振替え、翌年

度から全期一括

（全納納付）とな

ります。

印

※2 納税準備
預金について
は市・県民税、
固定資産税、軽
自動車税（種別
割）のみ振替え
られます。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の

金

融

機

関

※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。
（詳しくは、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。）

収


